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一般廃棄物処理業等の許可申請・届出について 

１ 許可の基準 

松本市で一般廃棄物処理業等の許可を取得するには廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（以下「法」という。）第７条に定めるもののほか、松本市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例施行規則（以下「条例規則」という。）に基づき以下の要件を満

たしていることが必要です。 

 

⑴ 申請者の基準 

ア 市内に住所を有する者（法人にあっては、市内に事務所又は事業所を有する

者）で、自ら一般廃棄物処理業を行う者であること。 

イ 一般廃棄物処理業を行うために必要な人員、車両及び施設等を市内に有し、

かつ、事業を的確に遂行する能力を有すること。 

ウ 市から家庭系一般廃棄物及び資源物リサイクル事業の収集運搬業務を受託し

ていないこと。 

エ 市税及び市の指定する処理施設の一般廃棄物処理手数料の滞納がないこと。 

オ 許可の更新の場合にあっては、当該許可の有効期限の満了前１年間に収集運

搬又は処分の実績があること。 

 

⑵ 検査の基準 

区  分 基  準 

車   両 １ 一般廃棄物の収集運搬に当たり、廃棄物が飛散し、悪臭等が漏

れるおそれのない構造であること。特に生ごみ等の臭気を発生

する一般廃棄物の収集又は運搬に係る車両は、密閉構造である

もの又は密閉容器を積載するものとすること。 

２ 生活環境保全上支障を生ずるおそれがなく、不快の念を抱か

せない体裁であること。 

３ 後方容量計は、18リットル目盛りとし、容量が明確に見える構

造であること。 

４ ホースと取付金具は、作業及び運搬中漏せつしない構造であ

ること。 

車   庫 １ 環境衛生上支障のない場所に設けること。 

２ 生ごみ等臭気を発生する廃棄物を運搬する車両の車庫は、臭

気を発散させない密閉建造物であること。 

３ 床は水等が浸透しない資材で敷設し、洗車等の際における排

水が完全にできるようにすること。 

４ 排水施設には、必要に応じ簡易浄化槽等を設けること。 

器 材 器 具 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第１号から第３号までに規

定する技術上の基準によるものとする。 

積替保管施設 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下｢施行令｣とい

う。)第３条第１号ヘ及びリの基準によるものとする。 
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２ 許可の区分 

区  分 内  容 

一般廃棄物収集運搬一般

許 可 

収集する一般廃棄物の種類又は収集先に制限のないもの 

※一般廃棄物収集運搬限定許可を受けた後、２年以上

の収集実績のある者を対象とする。 

※車両は一般廃棄物専用で市内のみの使用に限る。 

一般廃棄物収集運搬限定

許 可 

収集する一般廃棄物の種類又は収集先を限定したもの 

※車両は一般廃棄物専用で市内のみの使用に限る。 

特定家庭用機器収集運搬

許 可 

市外から排出される特定家庭用機器のみを収集運搬する

もの 

一般廃棄物処分業許可 中間処理及び最終処分を行うもの 

浄 化 槽 清 掃 業 許 可 浄化槽法第35条第１項に規定するもの 

 

３ 事業計画協議 

許可申請等を行う場合、事業者と地域住民とが開かれた場において事業計画等に

ついて十分に話し合う機会を設けるため、「松本市廃棄物の適正な処理の確保に関

する条例」により事業計画協議の実施が規定されています。また、事業計画協議の

中で、地域住民が市長に対し生活環境の保全上の意見を提出する機会が定められて

います。 

許可申請に際して事業計画協議が必要となる場合がありますので事前に相談く

ださい。 

 

４ 申請（許可）手続きの流れ 

⑴ 申請書類の受付（申請書類の確認） 

 ※変更がある場合は事前に相談してください。 

⑵ 納入通知書(審査手数料他)の送付（収受日付け） 

⑶ 納入確認（手数料を納付後、控をＦＡＸ等により送付） 

⑷ 審査(書類及び現地審査) 

⑸ 許可証の交付 

 

５ 手数料 

区分 手数料額 備考 

許可申請審査手数料（新規・更新） １件 10,000円 一般廃棄物収集運搬一般許可 

一般廃棄物収集運搬限定許可 

一般廃棄物処分業許可 

浄化槽清掃業許可 

許可申請審査手数料（新規・更新） １件 2,000円 特定家庭用機器収集運搬許可 

変更許可申請審査手数料 １件 1,000円 事業範囲の変更 

許可証再交付手数料 １件 1,000円 許可証の紛失・汚損 

許可車両ステッカー交付手数料 １台 2,000円 １台４枚セット 

従事者証交付又は再交付手数料 １枚 200円  

 

６ 申請・届出先 

松本市廃棄物対策課（〒390-0851松本市島内7576番地1 松本ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ管理棟２階） 
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７ 申請・届出書類 

⑴ 一般廃棄物処理業等許可申請書(様式第９号) 

 添付書類 

収集運搬業 

(ごみ・し尿等) 

収集運搬業 

(特定家電) 
処分業 

浄化槽 

清掃業 

個人 法人 個人 法人 個人 法人 法人 

① 住民票の写し(本籍記載）及び登記されていないことの証明書又は

精神機能の障害の有無に関する医師の診断書等 

・法人の場合は、申請者、役員、株主及び政令使用人分を提出 

● ● ● ● ● ● ● 

② 寄付行為又は定款及び商業・法人登記の登記事項証明書[履歴事項

全部証明書] 
 ●  ●  ● ● 

③ 発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出資額の

100分の５以上の額に相当する出資をしている者が確認できる書類

(別紙様式) 

 ●  ●  ● ● 

④ 誓約書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下｢法｣という。)第

７条第５項第４号に該当しない旨が記載されたもの(別紙様式) 
● ● ● ● ● ● ● 

⑤ 

 

事業用施設(事務所、事業所)の位置図、敷地見取り図、公図の写し、

その他概要の確認できるもの 
● ● ● ● ● ● ● 

⑥ 不動産登記の登記事項証明書（借用している場合は賃貸借契約書の

写し） 
● ● ● ● ● ● ● 

⑦ 運搬車両の車検証写し及び写真(斜め前後から撮影、ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄが

判読できる物)、車両保管場所位置図に各車両駐車位置を明示、ｽﾃｯ

ｶｰ貼付確認 

・車検証の使用者欄が申請者と異なる場合、使用を認める契約書等

の写し 

● ● ● ●   ● 

⑧ 洗車場の写真及び排水設備の概要が確認できるもの 

・他社等で洗車する場合は承諾書等の写し 
● ●     ● 

⑨ 直近の市税の納税証明書(市税のすべてに滞納がないことの証明

書)または、松本市税関係情報の閲覧等に関する同意書（別記様式） 
● ●   ● ● ● 

⑩ 直近の決算書（個人事業主は青色申告決算書控え） ● ● ● ● ● ● ● 

⑪ 産業廃棄物及び他の市町村の一般廃棄物処理業許可証の写し ● ● ● ● ● ●  

⑫ 従事者証交付申請書 

・免許証の表裏の写しと顔写真1枚(縦25㎜×横20㎜) 
● ●     ● 

⑬ 講習会修了証の写し（一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習）申請日前4年以内

のもの 
● ● ● ● ● ●  

 講習会修了証の写し（浄化槽清掃技術者講習）       ● 

⑭ 一般廃棄物処理業務実績報告書（毎月） ● ●   ● ● ● 

※ 公的機関が交付する書類（住民票等）は、申請前３か月以内に発行されたも

のを添付してください。 

※ 更新に係る申請で従前の内容と変更がない場合は、次の書類を省略できます。 

①（欠格要件に係る書類を除く）・②・⑤・⑥・⑧ 

※ ①のうち「登記されていないことの証明書」又は「精神機能の障害の有無に

関する医師の診断書等」は、最新の状況確認のため必ず添付してください。 

なお、「登記されていないことの証明書」を提出された場合であっても、「精

神機能の障害の有無に関する医師の診断書等」の提出を求める場合があります。 
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※ 「一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習会｣は、２更新（４年間）に１回は受講し

てください。未受講及び受講から長期間を経過している場合は、次年度受講の

確約書を提出してください。 

※ 直近の市税の納税証明書は別記様式「松本市税関係情報の閲覧等に関する同

意書」を提出した場合、添付を省略することができます。法人の場合は、代表

者印を押印して提出してください。 

 

■積替え保管、処分業を行う場合 

 添付書類 

収集運搬業 

(ごみ・し尿等) 

収集運搬業 

(特定家電) 
処分業 

浄化槽 

清掃業 

個人 法人 個人 法人 個人 法人 法人 

⑮ 一般廃棄物収集運搬積替保管事業計画書（様式第10号） ● ●      

⑯ 一般廃棄物処分業事業計画書（様式第11号）     ● ●  

 ⑮又は⑯の添付書類        

a 処理施設の配置図、平面図及び構造図     ● ●  

b 処理施設の処理能力証明書又は計算書     ● ●  

c 処分に使用する保有器材一覧表及びカタログ等     ● ●  

d 保管施設の掲示板の表示方法等の図面 ● ●   ● ●  

e 保管施設の位置図、敷地見取り図及び構造図、保管に容器を使用する

場合は容器の写真等 
● ●   ● ●  

f 不動産登記の登記事項証明書、借用している場合は賃貸借契約書の写

し。但し、⑥と施設が同一の場合は必要ありません。 
● ●   ● ●  

 

⑵ 一般廃棄物処理業等事業範囲変更許可申請書(様式第19号) 

法第７条の２第１項の規定により、新たに積替え保管を行う場合や処分品目を

追加するなど、事業の範囲を変更しようとするときは申請してください。 

ア 変更しようとする許可の基準を満たすことが確認できる仕様書等 

イ 積替保管を行う場合は一般廃棄物収集運搬積替保管事業計画書(様式第10号) 

ウ 処分業に関する変更は一般廃棄物処分業事業計画書(様式第11号) 

 

⑶ 一般廃棄物処理業等変更（廃止）届出書(様式第20号) 

法第７条の２第３項の規定により事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又

は下記の事項を変更したときは必要な書類を添付して10日以内に届出してくださ

い。 

なお、10日を越えた場合は遅延理由書(任意様式)を提出してください。 

ア 住所、氏名又は名称の変更 

・定款、商業・法人登記の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、住民票の写

し（本籍記載）及び誓約書(別紙様式) 

イ 法定代理人、役員及び政令で定める使用人の変更 

・商業・法人登記の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登記されていな

いことの証明書又は精神機能の障害の有無に関する医師の診断書、住民票

の写し（本籍記載）、新旧対照表及び誓約書(別紙様式) 

ウ 発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の

５以上の額に相当する出資をしている者の変更 

・株主又は出資者の一覧(別紙様式)及び登記されていないことの証明書又は
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精神機能の障害の有無に関する医師の診断書、住民票の写し（本籍記載） 

エ 事務所及び事業所の所在地の変更 

・位置図、敷地見取り図、不動産登記の登記事項証明書（土地）及び公図の

写し等 

・申請者が所有権を有しない場合は賃貸借契約書の写し 

オ 事業の用に供する主要な施設又はその設置場所の変更並びに主要な設備の構

造又は規模の変更 

・変更内容が確認できる仕様書及び写真等、設置場所変更時は位置図及び敷

地見取り図等 

カ 積替保管品目（追加・廃止）及び保管場所等の変更 

・変更の場合は一般廃棄物収集運搬積替保管事業計画書(様式第10号)と共に

提出 

キ 運搬車両の変更(追加・廃止) 

・追加の場合は使用の10日前までに届出書（様式第20号）、車検証の写し、車

検証の使用者欄が申請者と異なる場合は、使用を認める契約書等の写し 

・駐車場所の位置図及び敷地見取り図（車両の駐車位置を明示すること。） 

申請者が駐車場所の所有権を有しない場合は、賃貸借契約書の写し 

※車両の追加等の際は副本をお持ちください。松塩地区広域施設組合の施

設利用許可等申請に際し、収受印を押印した副本が必要です。 

※追加の場合、ステッカー受領後10日以内にステッカー貼付後の写真(斜め

前、斜め後ろから撮影しナンバープレートの文字が判読できること。)を

廃棄物対策課窓口またはメールで提出してください。 

廃棄物対策課メールアドレス：haikibutsu-t@city.matsumoto.lg.jp 

 

⑷ 一般廃棄物処理業等従事者証交付申請書(様式第15号) 

収集運搬業務又は浄化槽清掃業務に従事する者に従事者証を交付するため申請

してください。 

・免許証の表裏の写しと顔写真１枚(縦25㎜×横20㎜) 

 ※必ずこのサイズにカットしてください。 

・更新時の写真は、本人と分かるよう申請前３か月以内に撮影したものを提

出してください。 

 

⑸ 処理業等許可証・従事者証再交付申請書(様式第13号) 

許可証又は従事者証を汚損又は紛失した場合は、再交付申請をしてください。 

 

⑹ 一般廃棄物処理業等廃（休）止届(様式第22号) 

事業の全部を廃止又は休止するときは15日前までに届出してください。 

 

⑺ 臨時・代替車両使用届出書 

車検や修理等により運搬車両が一時的に使用できない場合は、臨時・代替車両

を使用する前日までに臨時・代替車両の車検証の写しを添付して届出してくださ

い。その際に専用の許可車両ステッカー【臨時】をお渡しします。 

ただし、収集運搬量の増加等による臨時・代替車両登録は認められません。 

副本をお持ちください。松塩地区広域施設組合の施設利用許可等申請に際し、

収受印を押印した副本が必要です。 
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⑻ 許可車両ステッカー交付申出書 

運搬車両の許可車両ステッカーを汚損又は紛失した場合は、必ず再交付を申し

出てください。 

 

８ 一般廃棄物処理施設の受入品目 

市又は松塩地区広域施設組合の処理施設へ廃棄物を搬入する場合の分別区分は、

下記のとおりです。なお、適切な分別が行われていない、産業廃棄物（雑びんを除

く。）が混入している、松本市以外の区域で発生した廃棄物が混入しているなど、不

適正な持ち込みが認められた場合には廃棄物の受け入れを拒否する場合がありま

す。 

松本クリーンセンター 可燃ごみ、破砕ごみ、可燃性粗大ごみ 

松本リサイクルセンター 

紙類、金属類、布類、びん類、ペットボトル、粗大ごみ（品目指

定）、小型家電、埋立ごみ※（ガラス・陶磁器類）、蛍光管※、乾電

池※、体温計、スプレー缶、カセットボンベ、ライター 

※蛍光管、乾電池は、各社所有の梱包資材に入れて搬入して

ください。 

※埋立ごみ、蛍光管、乾電池の多量搬入については、事前予

約とします。環境業務課まで連絡のうえ、許可車両で搬入して

ください。 

※埋立ごみを多量に搬入する場合は、フレコンバッグに 500

㎏程度ずつを入れて搬入してください。なお、極めて少量の場

合は、バラのまま搬入することも可能ですが、手作業で所定の

場所に下してください。 

※不明な点は環境業務課に問い合わせください。 

あずさセンター し尿、浄化槽汚泥、家庭雑排水 

エコトピア山田 再整備作業につき、令和 10 年３月 31 日まで受け入れ休止 

 

９ 遵守事項 

一般廃棄物処理業者は、法第７条及び第７条の２、施行令第３条及び第４条の２、

浄化槽法第35条並びに松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（以下「条例」と

いう。）の規定によるもののほか、条例規則第22条に規定される次の事項を忠実に

守らなければなりません。 

⑴ 条例第24条に定める手数料の額を超える料金を受けないこと。 

⑵ 許可区域以外において作業を行わないこと。 

⑶ 一般廃棄物の処分は、市長が指定した処理施設とし、許可区域以外の一般廃棄

物を当該処理施設に搬入しないこと。 

⑷ 使用する施設及び器材について、毎年１回検査を受け、検査に合格しない施設

又は器材を使用しないこと。 

⑸ 占有者から一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに清掃を依頼されたときは、

正当な理由がなく、その処理を拒まないこと。 

⑹ 従事者証を常時携帯し、関係人から提示を求められたときはこれに応じること。 
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⑺ 許可証及び従事者証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 

⑻ 条例第７条の規定による市長が定める一般廃棄物の処理計画に従い、分別収集

をすること。 

⑼ 一般廃棄物処理業等許可車両は次の事項を遵守すること。 

ア 市内における一般廃棄物の収集若しくは運搬又は一般廃棄物資源化施設への

運搬のみに使用すること。 

イ 市内における収集又は運搬を行う車両は、市が指定するステッカー及びマー

クを容易に剥がれないように貼付するとともに法人名又は名称を表示すること。 

ウ 一般廃棄物資源化施設への運搬を行う車両においては法人名又は名称を表示

すること。 

⑽ 浄化槽法第35条第１項の規定による許可を受けた者（浄化槽清掃業者）は、し

尿を投入するときは、条例規則第16条第１項又は第2項に規定する清掃確認券等

を係員に提示して点検を受けること。 

 

10 許可の取消し等 

処理業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期

間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。 

⑴ 法令、松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び松本市廃棄物の適正な処

理の確保に関する条例又は施行規則に違反したとき。 

⑵ 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。 

⑶ 定めた基準に該当しなくなったとき。 

⑷ 正当な理由がなく事業の全部又は一部を休止したとき 

 

11 その他 

⑴ 松本市ホームページから最新の様式をダウンロードして申請等を行ってくだ

さい。 

また、一般廃棄物収集運搬業の帳簿の様式例も掲載していますので、ご活用く

ださい。 

「松本市 一般廃棄物処理業等許可申請」で検索 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/235/4473.html 

⑵ 積替え保管の許可が無い場合は、埋立ごみ、粗大ごみ等を事業所内に保管後、

まとめて、運搬することができません。 

⑶ 一般廃棄物処理業務実績報告書は、一般廃棄物処理業等許可更新時の確認事項

ですので、未提出期間（部分）の確認を行い提出してください。 

  提出は、電子申請、メール、窓口、郵送、ファックスいずれの方法も可 

「松本市 一般廃棄物処理業等許可申請」で検索 

一般廃棄物処理業務実績報告書の提出フォーム 

https://logoform.jp/form/N7tm/728801 
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様式第９号(第１９条関係) 

(表) 

一般廃棄物処理業等許可申請書 

［新規・更新］ 

○年○○月○○日 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地 松本市丸の内３番７号     

申請者 法人名又は名称 (株)マツモト         

代表者氏名   代表取締役 松本 太郎    

電話      0263-34-3000         

 

 一般廃棄物処理業の許可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

事務所及び事業所の所在地 松本市丸の内３番７号 

車 両 保 管 場 所 松本市丸の内３番７号 

積 替 え 保 管 場 所 （積替え保管なし） 

取 扱 廃 棄 物 の 種 類 
解体前残置物（生ごみ等を除く） 
一時多量ごみ（生ごみ等を除く） 

許 可 の 種 類 一般廃棄物収集運搬限定許可 

運 搬 先 ま で の 処 理 計 画 

可燃物 → 松本クリーンセンターへ搬入 
資源物 → 松本市リサイクルセンターへ搬入 
不燃物 → 松本市リサイクルセンターへ搬入 

業 務 区 域 及 び 事 業 所 数 
松本市内全域 
事業所数1 

料 金 及 び 徴 収 方 法 
可燃物242円/10kg 不燃物194円/10kg 
口座振替又は集金のよる徴収 

 

既に取得済の産業廃棄物及び

他市町村の一般廃棄物処理業

の許可 

区 分 許 可 番 号 

長野県（収集運搬） 第○○○○○号 

長野県（処分） 第○○○○○号 

塩尻市（収集運搬） 第○○○○○号 

安曇野市（収集運搬・処分） 第○○○○○号 

  

  

  

  

  

  

松本ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰへ搬入する可燃物
又は松本市ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰへ搬入する
不燃物の収集運搬料金は左記の
料金以内とすること。 

限定許可の場合は、品目又は収集
先を具体的に記入すること。 

他へ搬入する場合は具体的に運
搬先を記入すること。 

車両保管場所が複数ある場合は
全ての保管場所を記入し位置図
を提出すること。 
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(裏) 

従

業

員

氏

名 

役職名 氏 名 住 所 生年月日 従事者証 

代表取締役 松本 太郎 松本市丸の内3-7 昭和40年11月11日 要 

 〃 松本 花子 松本市丸の内3-7 昭和40年12月12日 不要 

取締役 松本 一郎 松本市島内7576-1 昭和60年1月1日 要 

 〃 松本 二郎 松本市丸の内3-7 昭和62年2月2日 要 

監査役 波田 四郎 松本市波田4417-1 昭和31年4月4日 不要 

支店長 松本 三郎 松本市丸の内3-7 平成2年3月3日 要 

課長 四賀 五郎 松本市会田1001-1 昭和51年5月5日 要 

主任 ○○ ○○   不要 

事務員 ○○ ○○   要 

     

     

     

     

     

     

 

登

録

車

両

の

種

類 

車両番号 自動車の種別 車体の形状 最大積載量 交付区分 使用者 

松本800あ1000 普通 塵芥車 6000kg 更新 (株)マツモト 

松本100い2000 普通 
脱着装置式コン
テナ専用車 

2000kg 更新 (株)マツモト 

松本400う3000 軽自動車 キャブオーバ 350kg 新規 (株)マツモト 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

車検証に記載されている内容を記入すること。（特に、使用者欄に注意） 

車両保管位置図に各車両駐車位
置を明示し提出すること。(車庫
内についても同様） 
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様式第１０号(第１９条関係) 

 

一般廃棄物収集運搬積替保管事業計画書 

 

○年〇〇月○○日 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

申請者  法人名又は名称  (株)マツモト         

代表者氏名    代表取締役 松本 太郎    

 

 

 次のとおり、一般廃棄物の積替保管に係る計画書を提出します。 

1 積替え保管を行う理由 リサイクルの促進、運搬コスト削減及び輸送効率の向上 

2 
積替えを行う一般廃棄物

の 種 類 

 
資源物（金属類、びん類） 
 

3 
積替え後の一般廃棄物の

運 搬 先 

金属類 → (株)○○○○ 
びん類 → 松本市リサイクルセンター 

4 積 替 え ・ 保 管 場 所 
松本市丸の内３番７号 
 保管面積 36㎡ 

5 

積
替
え
保
管
の
概
要 

保 管 方 法 
屋外の保管場所に、種類ごとに囲いを設けて、保管量の上限内で 
保管する 

保 管 量 

囲いの高さ                 2 ｍ 

構造上の保管量上限(A)           78 ㎥ 

月平均排出量の7日分(B)           35 ㎥ 

保管量の上限(AとBの少ない方の値)      35 ㎥ 

6 生 活 保 全 措 置 

(1) 飛散防止措置 

   シート等で覆う 
(2) 流出防止措置 

   排水設備を設ける 
(3) 地下浸透防止措置 

   コンクリートを敷設する 
(4) 悪臭対策 

   臭気発散物の保管はしない 
(5) 害虫等対策 

   必要に応じ薬剤を散布する 
(6) 地元説明の経過等 

   ○月○日 地元町会長に概要説明を行い、合意がされた 
   合意書（別紙のとおり） 

 

 

  
 

 

生ごみ等の臭気発散物は 
積替保管できない。 

運搬先が市外の場合は 
具体的に記入すること。 

計算式を別紙で 
提出すること。 

施行令第３条第１項に 
規定する事項について 
具体的に記入すること。 
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様式第１１号(第１９条関係) 

 

一般廃棄物処分業事業計画書 

 

○年〇〇月○○日 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

申請者  法人名又は名称  (株)マツモト         

代表者氏名    代表取締役 松本 太郎     

 

 次のとおり、一般廃棄物の処分に係る計画書を提出します。 

1 処理する一般廃棄物の種類 
・廃プラスチック類 
・木くず 

2 処 理 の 方 法 

・廃プラスチック類 
  →選別→破砕→洗浄→脱水→乾燥→フレーク化 
・木くず→破砕→チップ化 

3 処分に関する施設の概要 別添カタログのとおり 

4 処 理 能 力 
・廃プラスチック類 8ｔ/日 
・木くず      4ｔ/日 

5 保 管 方 法 
屋内の保管場所に、種類ごとに囲いを設けて、保管量の上限内で
保管する 

6 保 管 量 

囲いの高さ                 2 ｍ 

構造上の保管量上限(A)           78 ㎥ 

月平均排出量の14日分(B)          422 ㎥ 

保管量の上限(AとBの少ない方の値)      78 ㎥ 

7 生 活 保 全 措 置 

(1) 飛散防止措置 

   シート等で覆う 
(2) 流出防止措置 

   排水設備を設ける 
(3) 地下浸透防止措置 

   コンクリートを敷設する 
(4) 悪臭対策 

   臭気発散物の保管はしない 
(5) 害虫等対策 

   必要に応じ薬剤を散布する 
(6) 地元説明の経過等 

   ○月○日 地元町会長に概要説明を行い、合意がされた 
   合意書（別紙のとおり） 
 

フローチャート 

 ・廃プラスチック類→排出者→持込又は収集→中間処理→フレーク化→契約会社引渡し 

 

 ・木くず→排出者→持込又は収集→中間処理→チップ化→契約会社引渡し 

品目ごとに記入すること。 

計算式を別紙で 
提出すること。 

施行令第３条第１項に 
規定する事項について 
具体的に記入すること。 

当該廃棄物が契約会社 
等に引き渡されるまで 
の行程を記入すること。 
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様式第１９号(第２８条関係) 

 

一般廃棄物処理業等事業範囲変更許可申請書 

 

○年〇〇月○○日 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

申請者  法人名又は名称  (株)マツモト         

代表者氏名    代表取締役 松本 太郎     

 

 

 一般廃棄物処理業の事業の範囲を変更したいので、関係書類を添えて申請します。 

許 可 の 種 類 
 １ 一般廃棄物収集運搬一般許可 
 ２ 一般廃棄物処分業許可 

許可証番号及び交付年月日 松環〇指令第〇〇〇号  令和〇年〇〇月〇〇日交付 

変 更 の 内 容  処分品目に紙類、木くずを追加する 

変
更
事
項 

変 更 前 
 １ 一般廃棄物収集運搬一般許可 
 ２ 一般廃棄物処分業許可（金属類） 

変 更 後 
 １ 一般廃棄物収集運搬一般許可 
 ２ 一般廃棄物処分業許可（金属類、紙類、木くず） 

変 更 理 由 

 紙類…圧縮梱包機を導入したため、自社で圧縮梱包しリサイクル
化する。 

 木くず…破砕機を導入したため、自社で破砕処理しリサイクル化
する。 

収集運搬及び処分の方法と処理

計画 

 事業者 → 持込又は収集運搬 → 中間処理 → 契約会社へ売却 
 （詳細は「一般廃棄物処分業事業計画書」のとおり） 

 

積替え保管品目の追加は一般廃棄物処理業等変更届出書を提出 
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様式第２０号(第２９条関係) 

 

一般廃棄物処理業等変更（廃止）届出書 

 

○年〇〇月○○日 

 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

届出者  法人名又は名称  (株)マツモト          

代表者氏名    代表取締役 松本 太郎     

           

 

 一般廃棄物処理業に係る以下の事項について変更（廃止）したので、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第７条の２第３項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

許 可 の 種 類 

 

 一般廃棄物収集運搬限定許可 
 

許 可 証 番 号 及 び

交 付 年 月 日 

 松環○指令第〇〇〇号 
 令和〇年〇〇月〇〇日交付 

変

更

事

項 

変 更 前  許可車両 松本 800 あ 1111（塵芥車）廃車 

変 更 後  許可車両 松本 800 い 2222（塵芥車）追加 

変 更 年 月 日 

（ 廃 止 年 月 日 ） 
 ○年〇〇月○○日 

変 更 理 由 

（ 廃 止 理 由 ） 
 許可車両の廃車による入替のため 

 

・変更後10日以内に届出ること。 
10日を超過した場合には遅延理由書（様式自由）を添付すること。 
・車両の変更（追加）は10日前までに届け出をして、車両ステッカー
の交付を受けること。 
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様式第１５号(第２０条関係) 

 

一般廃棄物処理業等従事者証交付申請書 

 

○年〇〇月○○日 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

申請者  法人名又は名称  (株)マツモト         

代表者氏名    代表取締役 松本 太郎    

 

 

 

 次のとおり処理業等に従事させたいので、松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第２０

条の規定により申請します。 

従事者氏名及び生年月日 松本 二郎           昭和62年2月2日生 

従 事 者 現 住 所  松本市丸の内3-7 

交 付 区 分  新規（又は更新） 

運 転 免 許 の 有 無 ○有  ・ 無 免 許 種 類  中型（又は大型、普通等） 

備 考 

 

添付書類 

(1) 運転免許証の写し（表・裏） 

(2) 顔写真１枚（縦25㎜×横20㎜） 

上記の者が、浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び二年以上

実務に従事した経験を有している場合には、備考欄に「環境省関係

浄化槽法施行規則第11条第4項に該当する者」と記入すること。 

運転免許証は両面の写しが必要 
 
顔写真は（縦２５ｍｍ×横２０ｍｍ）に必ずカットして提出すること。 
 
また、検査時の本人確認のため申請日前３か月以内のものを提出ください。 
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様式第１３号(第１９条関係) 

 

○年〇〇月○○日 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

申請者  法人名又は名称  (株)マツモト         

代 表 者 氏 名  代表取締役 松本 太郎     

 

 

処理業等 
許 可 証 

従事者証 
再交付申請書 

 

 ○年○○月○○日交付を受けました○○○○証を亡失、損傷しましたので、松本市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例施行規則第１９条第６項の規定により再交付を申請します。 

記 

証 書 の 種 類 一般廃棄物収集運搬限定許可 証書番号 松環○指令第〇〇〇号 

交付を受けた

年 月 日 
令和○年〇〇月○○日 

氏 名  この欄は、従事者証の再交付申請の場合に記入すること。  

 

再交付を受ける理由 

 

 一般廃棄物処理業等許可証を亡失したため 
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様式第２２号(第３２条関係) 

 

○年〇〇月○○日 

 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

届出者  法人名又は名称  (株)マツモト         

代 表 者 氏 名  代表取締役 松本 太郎     

 

 

一 般 廃 棄 物 処 理 業 等 廃 ( 休 ) 止 届 

 

許 可 証 番 号 

 
令和○年〇〇月○○日交付  松環○指令第○○○号 

 

廃 止 年 月 日 

 
令和○年○○月○○日 

 

休 止 期 間 
自 令和   年  月  日 
至 令和   年  月  日 

 
日間 

 

廃(休)止の理由 

 

 一般廃棄物収集運搬業から撤退するため 
 

従 事 区 域 

 

 松本市全域 
 

区 域 内

の 代 行 措 置 

 

 廃止日までに他業者と収集運搬契約を締結していただく 
 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休止又は廃止しようとする日の15日前までに届出ること。 
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臨時・代替車両使用届出書 

 

○年〇〇月○○日 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

届出者  法人名又は名称  (株)マツモト         

代表者氏名    代表取締役 松本 太郎    

 

 

 下記のとおり、臨時・代替車両を使用したいので届出ます。 

臨 時 ・ 代 替 車 両 番 号  松本800う3333（塵芥車） 

許 可 車 両 番 号  松本800い2222（塵芥車） 

臨時・代替車両使用理由  許可車両の車検整備のため 

臨時・代替車両使用期間  〇年○○月○○日 ～ 〇年○○月○○日 

備 考   

注意事項 

(1) 臨時・代替車両の車検証の写しを添付すること。 

(2) 使用する前日までに届出ること。 
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発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出

資をしている者（申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき） 

 

○年〇〇月○○日 

 

発行済株式 

の 総 数 
10,000 株 出資の金額 円 

氏名又は名称 
保有する株式の数又は出資の金額 本            籍 

割         合 住            所 

松本 太郎 
5,000 株 松本市丸の内３番７号 

50％ 同上 

松本 一郎 
4,000 株 松本市丸の内３番７号 

40％ 松本市大字島内7576番地1 

松本 二郎 
500 株 松本市丸の内３番７号 

5％ 同上 
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新旧(役員等)対照表 

 

○年〇〇月○○日 

 

変更前 変更後 

代表取締役  松本 太郎 代表取締役  松本 太郎 

代表取締役  松本 花子 代表取締役  松本 花子 

取締役    松本 一郎 取締役    松本 一郎 

監査役    波田 四郎 取締役    松本 二郎 

島内支店長  松本 三郎（使用人） 監査役    波田 四郎 

 島内支店長  松本 三郎（使用人） 
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(表) 

誓 約 書 

 

○年〇〇月○○日 

 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地  松本市丸の内３番７号     

法人名又は名称  (株)マツモト         

代表者名     代表取締役 松本 太郎    

 

 

 

1 わたしは、松本市一般廃棄物処理業等の許可申請にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第7条第5項第4号又は浄化槽法第36条第2号に該当しないことを誓約します。 

 

2 わたしは、公共事業である清掃奉仕者として、この重大使命を肝に銘じ、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律、浄化槽法、松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び同条例

施行規則に定められた事項を遵守し、職務を誠実、公正に執行することを誓います。 

  なお、遵守事項に違反したときは、いかなる処分を受けても異議を申し立てません。 
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(裏) 

役員、政令で定める使用人等の名簿 

 

以下に該当する者を全員記入すること。 

(1) 法人の役員（取締役、監査役、相談役、顧問等） 

(2) 政令で定める使用人（申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者） 

  ア 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所） 

  イ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは再生の業に係る契約 

   を締結する権限を有する者を置くもの 

役 職 名 氏 名 住 所 

 代表取締役  松本 太郎  松本市丸の内3-7 

 代表取締役  松本 花子  松本市丸の内3-7 

 取締役  松本 一郎  松本市島内7576-1 

 取締役  松本 二郎  松本市丸の内3-7 

 監査役  波田 四郎  松本市波田4417-1 

 島内支店長  松本 三郎  松本市丸の内3-7 
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車両ステッカー交付申出書 

 

○年〇〇月○○日 

(宛先)松本市長 

 

住所又は所在地 松本市丸の内３番７号     

    申出者  法人名又は名称 (株)マツモト         

   代表者氏名 代表取締役 松本 太郎      

  

 

 

 

 次のとおり、一般廃棄物処理業許可車両ステッカーの交付を申出ます。 

許 可 車 両 番 号  松本800い2222（塵芥車） 

申 出 理 由  汚損 ・ 紛失 ・ その他（                ） 

枚 数  〇〇台分 

備 考  

 

※ １台分＝４枚組(2,000円) 

 



参考資料

囲い
50％勾配

地盤面
              ：高さ基準

50％勾配
　0.5ｍ

Ｌ 　　  囲 　    　2ｍ
　　　い        　　Ｌ-0．5ｍ

地盤面
              ：高さ基準

（底部6m×6m、高さ3.5mで50％勾配の場合）

50％勾配   2ｍ
　0.5ｍ

2ｍ　 囲 　　　　2ｍ
　　　い 　       　1.5ｍ

　6ｍ

地盤面

合　　計 54㎥ + 24㎥ ＝ 78㎥

作成例

①保管する一般廃棄物の種類
許可を受けようとする品目を入れてください。
②保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

　  廃棄物の種類  びん類・金属類 60
 氏名    ㈱マツモト cm

以
   電話番号　   0263-34-3000 上 下記のことに留意してください。
　 保管の高さ   最高2．5ｍ

60cm以上

積替保管に関する基準(屋外保管積上げ高さの制限（非容器））

当該囲いの下端の地盤面から上方に50％の勾配（水平方向2に対し垂直方向1の勾配）を有する面を
超えない高さ

ア　当該囲いから保管の場所側への水平距離２ｍ以内の部分においては、囲いのうち、廃
棄物の荷重が直接かかる構造である部分の上端より50cm低い水平面を超えない高さ

イ　当該囲いから保管の場所側への水平距離が２ｍを越える部分においては、水平距離２
ｍの線からアに示すように水平面に対し上方に50％の勾配を有する面を超えない高さ

図３　保管量の算出例

図１　囲いに接することなく廃棄物を保管する場合

図２　囲いに接して廃棄物を保管しようとする場合

③屋外において容器を用いずに保管する場合は、高さ基準
上許容される（図1、2）積上げの最高部の高さ

①保管場所に通常出入りする箇所に外部から見やすい場所
に設置する。

4ｍ

　6ｍ

②表示は白地に黒文字など見やすくし、雨水等で消えたり
しないようにする。

　一般廃棄物積替え保管施設

  住　所　　松本市丸の内３番７号

　　　　　　松本　太郎

　保管場所に係る掲示板

管理者

4m×6m×2m÷2＝24㎥

6m×6m×1.5m=54㎥
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参考資料

搬入できないもの 業　　種 搬入できるもの

１ 燃え殻
石炭ガラ、コークス灰、焼
却残さ、炉清掃掃出物　等

２ 汚泥
活性汚泥、ピット汚泥、建
設系汚泥　等

３ 廃油
廃潤滑油、廃切削油、廃溶
剤類

４ 廃酸
廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、
廃定着液

５ 廃アルカリ
廃ソーダ液、廃アンモニア
液、廃現像液、不凍液

６ ゴムくず 天然ゴムくず

７ 鉱さい
スラグ、廃鋳物砂、サンド
ブラスト廃砂

８ がれき類
工作物の新築、改築等で生
じたコンクリート破片等

９ ばいじん
焼却施設のばいじんで集じ
ん施設により集められたも
の

10 廃プラスチック類

ポリ塩化ビニール、発泡ス
チロールくず、合成ゴムく
ず、合成繊維くず、タイヤ

従業員が飲食したペットボ
トルや弁当がら 等

11 金属くず 研磨くず、切削くず、空缶
従業員が飲食した空き缶
等

12 ガラスくず､コンク
リートくず及び陶磁器く
ず

空びん、レンガくず、瓦く
ず、セメント製品くず

従業員が飲食した空びん
等

13 紙くず

建設業、パルプ、
紙又は紙加工品の
製造業、新聞業、
出版業、製本業及
び印刷物加工業

建設工事（新築、改築、解
体、造園等）、パルプ製
造、製紙、紙製品製造、新
聞印刷、印刷出版、製本、
印刷物の裁断、折り、光沢
加工等を行なっている事業
所から排出される紙くず

左記以外の業種
スーパーマーケッ
ト、デパート等、役
所、駅、学校、病院
など

罫紙等の社内用紙、カーボ
ン紙、ＯＡ用紙、各種ダン
ボール、伝票類、紙製ファ
イル、商品の外箱 等

14 木くず

建設業、木材又は
木製品の製造業、
パルプ製造業、輸
入木材の卸売業及
び物品賃貸業

建設工事（同上）、製材、
木材チップ、単板、合板、
集成材、銘板、たる、お
け、木箱、かご、その他工
場から排出される木くず

左記以外の業種
植木・造園業、倉庫
業（木製パレット除
く）、農業、林業
など

木箱、割り箸、木製の机、
書棚、テーブル、椅子、
ロッカー等、額縁（木
枠）、木製黒板、木製演
台、仏壇、、木製トレイ
（おぼん）、庭木の手入れ
の木くず 等

15 繊維くず

建設業、繊維工業
（衣服その他の繊
維製品製造業を除
く。）

建設工事（同上）、製糸、
ねん糸、紡績、織物、ロー
プ、網、レース、製綿、そ
の他工場から排出される繊
維くず

左記以外の業種
縫製業、各種レンタ
ル業者、旅館、ホテ
ル業、倉庫業、病院
など

作業服、モップ、布団、布
おむつ、じゅうたん、座布
団、タオル、おしぼり、軍
手、カーテン 等（天然繊
維50%未満のものは産廃の
廃プラ）

16 動植物性残渣
食料品製造業、医
薬品製造業又は香
料製造業

かまぼこ等の水産、ソー
セージ・牛乳等の畜産食料
品、ジャム等の缶詰・瓶
詰、味噌・醤油等の調味
料、精米・製粉等、パン・
お菓子等、ラード等の動植
物性油脂、惣菜、製めん、
その他工場から排出される
動植物性残渣

左記以外の業種
食堂、レストラン
業、旅館、ホテル
業、倉庫業、卸売り
市場　など

食堂からの残飯、社員の弁
当の食べ残し、野菜、果物
等の廃棄物（主に市場、問
屋、冷蔵庫、倉庫等からの
依頼）、お茶ガラ、革製
品、草、落ち葉、花　等

17 動物系固形不要
物

と畜場において屠
殺し又は解体した
獣畜

同左

18 動物のふん尿 家畜等の糞尿

19 動物の死体 家畜等の死体

20 産業廃棄物を処
分するために処理し
たもの（ 13号廃棄
物）

21 輸入廃棄物

○産業廃棄物は市及び組合の処理施設には搬入できませんので、下記表を参考にして分別し適正処理をしてください。

○事業所から排出されるごみは業種等により一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。

ペットショップ など

産業廃棄物

業　　種

あらゆる事業活動に伴う
もの

保健所・大学・研究所等か
らの実験用動物の糞尿・死
体、一般で飼育された家
畜・ペットの糞尿・死体、
ペットショップからのペッ
ト用動物の糞尿・死体 等

種　　類
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一般廃棄物

業種指定なし

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

畜産農業に係るも
のに限る

上記１～19の産業廃棄物を処分するために処理した
もので、１～19に該当しないもの

上記１～20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除
く輸入された廃棄物
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別記様式（第２条関係） 

 

 

松本市税関係情報の閲覧等に関する同意書 

 

 

年  月  日  

 

 （宛先）松本市長 

 

 

               （申請者等） 

                住所（所在地） 

 

 

 

                氏名（法人及び代表者名）         

                                    ㊞ 

 

 

 

 

私は、令和 年 月 日付け一般廃棄物処理業等許可（新規・更新）の申請（申告） 

に当たり、市が当該申請（申告）に係る審査に必要な範囲で、市税に関する公簿等を

閲覧し、又は調査することに同意します。 
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✔ 

✔ 

○ 
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。
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登記されていないことの証明書 

 

  登記事項証明書は、成年被後見人又は被保佐人の登記がないことを証明し、確認する

ために必要な書類です。（本籍地を必ず確認して記入してください。） 

  以下により、交付を受けて添付してください。 

 

１ 交付申請する書類 

  成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書 

 ※ 詳細は法務局ホームページをご覧ください。 

「法務局 登記されていないことの証明」で検索 

 

２ 申請手続 

⑴ オンライン申請 

   「オンライン 登記されていないことの証明書」で検索 

 ⑵ 窓口申請 

    全国８か所の法務局及び地方法務局の本局戸籍課窓口で取り扱っています。 

 

※ 長野県内では、下記の窓口のみ取り扱っています。 

 

 

 

 

 

 ⑶ 郵送申請 

   ア 東京法務局のみ取り扱っています。 

 

 

 

 

 

   イ 申請書の様式は、各法務局ホームページのほか、法務局・地方法務局及びその

支局でも入手できます。 

    法務局ホームページ（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html） 

   「法務局 登記されていないことの証明」で検索 

 

   ウ 申請書に、１通につき 300 円の収入印紙（手数料）を貼付し、返信用封筒（あ

て名を明記のうえ、返信用切手を貼付したもの）を同封し、送付してください。 

 

３ ご不明な点は、東京法務局（後見登録課）又は最寄りの法務局・地方法務局にお問

い合わせください。 

 

〒380-0846  長野市旭町 1108 

 長野地方法務局 戸籍課 

☎ 026-235-6611（自動音声案内【２】） 

〒102-8226 東京都千代田区九段南 1-1-15  九段第２合同庁舎 

 東京法務局 民事行政部 後見登録課 

☎ 03-5213-1360（ダイヤルイン） 


